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津波ハザードマップを更新しました津波ハザードマップを更新しました
　このたび、「出雲市津波ハザードマップ」を更新し、最大クラスの津波が発生した場合に想定される浸水
範囲や浸水深、津波避難場所などを地図上に示しています。
　一定の条件の下での想定ではありますが、危険箇所や避難先の確認
にお役立てください。
　「出雲市津波ハザードマップ」は防災安全課、沿岸地域の行政セン
ター・コミュニティセンターにあります。また、市ホームページから
ダウンロードできます。

おたずね／防災安全課　☎２１－６６０６
▲市ホームページ
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安全で快適な道路環境整備にご協力ください安全で快適な道路環境整備にご協力ください
道路沿いの樹木管理に関するお願い

山林等の樹木が、道路上に倒れたり、枝などが張り出したりすると、通行の支障となり、歩行者や車両を巻き込む
事故につながる恐れがあります。
道路へ倒れる危険性のある樹木や枯れ木については、定期的に巡回し、所有者において伐採などの適切な管理を
お願いします。
なお、緊急時は、道路管理者により、やむを得ず、倒れそうな樹木や支障枝を伐採することがありますので、ご了承
ください。

道路に関する情報をお寄せください
道路を安全で快適に利用できるよう、市では道路パトロールを行い、維持管理につとめています。
「道路が陥没している」「水路が破損している」「街路灯が消えている」などの異状を発見された場合は、下記ま
で情報提供をお願いします。

道路河川維持課　☎２１－６５６４ または ２１－６０９８ 平　田　分　室　☎６３－５５３７
佐　田　分　室　☎８４－０１１６ 斐　川　分　室　☎７３－９１３０　　まで


